
9 条改憲論の危うさ 

 

 写真は朝日新聞 5月 4 日 1面。憲法改正を求める集会で安倍首相の

ビデオメッセージが流された＝3日午後、東京都千代田区。憲法９条

3 項に自衛隊明記と。とりあえず標題の 9 日社説を紹介しておく。 

安倍首相が「2020 年を新しい憲法が施行される年にしたい」と述べ、9条に自衛隊の

存在を明記した条文を追加するなどの改憲構想を示した。国民の間で定着し、幅広い支

持を得ている自衛隊の明文化なら理解が得やすい。首相はそう考えているのかもしれな

い。だが首相のこの考えは、平和国家としての日本の形を変えかねない。容認できない。

自衛隊は歴代内閣の憲法解釈で一貫して合憲とされてきた。9条は 1 項で戦争放棄をう

たい、2項で戦力不保持を定めている。あらゆる武力行使を禁じる文言に見えるが、外

部の武力攻撃から国民の生命や自由を守ることは政府の最優先の責務である。そのため

の必要最小限度の武力行使と実力組織の保有は、9 条の例外として許容される―。そう

解釈されてきた。 

想定されているのは日本への武力攻撃であり、それに対する個別的自衛権の行使であ

る。ところが安倍政権は 14 年、安全保障関連法の制定に向けて、この解釈を閣議決定

で変更し、日本の存立が脅かされるなどの場合に、他国への武力攻撃でも許容されると

して集団的自衛権の行使容認に踏み込んだ。改めるべきは 9条ではない。安倍政権によ

る、この一方的な解釈変更の方である。安倍政権のもとで、自衛隊の任務は「変質」さ

せられた。その自衛隊を 9条に明記することでこれを追認し、正当化する狙いがあるの

ではないか。自民党は 12 年にまとめた改憲草案で 2 項を削除し、集団的自衛権も含む

「自衛権」の明記などを提言した。その底流には、自衛隊を他国並みの軍隊にしたいと

いう意図がある。首相はきのうの国会審議でも、草案を撤回する考えはないとした。 

草案に比べれば、首相がいう「1 項、2 項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」と

いう案は一見、穏当にもみえる。だが 1項、2 項のもつ意味と、集団的自衛権の行使に

踏み込む自衛体とは整合しない。日本の平和主義の基盤を揺るがしかねず、新たな人権

を加えるような「加憲」とは質が違う。 

そもそも憲法改正の発議に向けた議論を担うのは、衆参の憲法審査会だ。その頭越し

に行政府の長が改憲項目を指定するのは、与野党協調を重視してきた憲法審の議論を混

乱させる。東京五輪の開かれる 20 年と改憲の期限を首相が関連づけたのも、おかしな

話だ。自民党総裁 3 選を視野に、自らの首相在任中に改憲を実現したいと言っているよ

うにしか聞こえない。 

                            (2017 年 5 月 11 日) 


